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[bookmark: _Toc191932496]１　部活動改革の目的
中学校の部活動改革は、急激な少子化や多様化の中にあっても、将来にわたって子供たちが継続的にスポーツ・文化芸術活動に親しむ機会を確保することが改革の主なる目的であり、学校で行われてきたスポーツ・文化芸術活動を学校と地域が一体となり、更別村全体で関係者が連携して支え、生徒の豊かで幅広い活動機会の保障を目指します。
部活動改革にあたっては、その教育的意義について、地域の運営団体・実施主体による「地域クラブ活動」においても継承・発展させ、地域での多様な体験、様々な世代との豊かな交流を通じた学びなどの新しい価値が創出されるよう、学校教育関係者等と連携を図りつつ、発達段階やニーズに応じた多様な活動ができる環境を整えることが大切です。
また、部活動改革の取組により、学校における働き方改革を推進し、学校教育の質の向上にもつなげます。

[bookmark: _Toc191932497]２　部活動の意義と課題
生徒のスポーツ・文化芸術等に親しむ機会を確保し、生徒の主体的な参加による活動を通じて、責任感や連帯感を涵養し、自主性の育成にも関与するなど大きな役割を担ってきました。
　また、学校教育の一環として行われる部活動は、人間関係の構築や自己肯定感を高めたりするなどの教育的意義だけでなく、生徒の意欲向上など学校運営上にも意義があり、さらに学校への信頼感を高めることや、学校の一体感や愛校心の醸成にも大きく貢献してきました。
（１）意義
　　・共通の目標を持ち、仲間作りや人間関係を学べる。
・チームとして活動し協力することで、チームワークや団結力を学べる。
・体力の増進や健康に関する知識を学べ、自己判断力が高まる。
・授業や行事とは異なる人間関係やコミュニケーション能力の向上につながる。
・生涯にわたるスポーツや文化芸術との豊かな関わりを学べる。
・活動場所が学校であり、放課後すぐに校内で参加できる。
・少年団やクラブチームと比較して経費が軽く保護者負担が少ない。
・教師側からは、授業とは違う視点から、よりよい生徒指導につながる。
（２）課題
　　・教員の負担が多く、教員のすべてがその部活動の専門家ではない。
・少子化により団体競技が学校単一では成り立たない。
・ニーズの多様化により、多くの選択肢が求められている。
・勝利主義に偏りがちであり、楽しむ要素が少ない傾向にある。



３　国の動向
「部活動改革及び地域クラブ活動の推進等に関する総合的なガイドライン」の概要（抜粋）
(１)改革の理念等
①急激な少子化が進む中でも、将来にわたって生徒が継続的にスポーツ・文化芸術活動に親しむ機会を確保・充実
②障害のある生徒や運動・文化芸術活動が苦手な生徒等を含め、全ての生徒が希望に応じて多種多様な活動に参加できる環境を整備
③地域クラブ活動においては、学校部活動が担ってきた教育的意義を継承・発展させつつ、地域全体で支えることによる新たな価値を創出
(２)改革期間
①令和５年度～７年度「改革推進期間」
②令和８年度～10年度「改革実行期間」（前期）
③令和11年度～13年度「改革実行期間」（後期）
(３)取組方針
①休日：改革実行期間内に、原則、全ての学校部活動において地域展開の実現を目指す
※現時点で着手していない地方公共団体においても、前期の間に確実に休日の地域展開等に着手
　②平日：各種課題を解決しつつ、更なる改革を推進（まずは、国において実現可能な活動の在り方等を検証）
※学校部活動をベースとした地域との連携など、地域の実情等に応じた多様な改革を進めていくことが重要
(４)認定制度
競技力向上を主目的としたチーム・スクール等との区別や質の担保等のため、国が示す要件等に基づき、市区町村等が地域クラブ活動の認定を行う仕組みを構築
【呼称】 「認定地域クラブ活動」
【想定される認定の効果】 
公的支援（財政支援、学校施設の優先利用等）、大会・コンクールへの円滑な参加等
【主な要件】活動時間（平日は1日2h程度以内、休日は1日3h程度以内）/ 休養日（週2日以上、休日のみ活動の場合は土日どちらか）/低廉な参加費/ 指導体制
(５)地域展開の円滑な推進に当たっての対応
①推進体制
　　　国としての取組方針の提示・地方公共団体への支援・周知広報等/ 都道府県のリーダーシップ/ 市区町村等が改革の責任主体/ 専門部署の設置・コーディネーターの配置/ 生徒が所属する中学校等との連携/ 関係団体等・大学・民間企業との連携等
　②各種課題への対応
　　　運営団体・実施主体の体制整備等、指導者の確保・育成、活動場所の確保(学校施設の有効活用等)、移動手段の確保、生徒の安全確保、障害のある生徒の活動機会の確保
　　※６項目について具体的な取組内容等を整理
　③ニーズ反映・参画促進等
　　　生徒等のニーズの把握・反映/ 地域クラブ活動への参加促進のための情報提供等（体験会の開催、入学説明会等でのオリエンテーション、ポータルサイトなどによる一元的な情報提供等）/ 生徒のクラブ運営等への参画（生徒同士の話し合いなど）
(６)部活動の在り方
　①適切な運営のための体制整備（部活動に係る方針策定、部活動指導員等の配置や合同部活動の実施、勤務時間管理・業務改善等）
②適切な指導及び安全・安心の確保（暴力・暴言・ハラスメント・いじめ等の不適切行為の根絶、事案発生時の迅速な対応・再発防止、過度な練習等の防止等）
③適切な活動時間・休養日等の設定
④生徒のニーズを踏まえたスポーツ・文化芸術環境の整備
(７)大会等の在り方
①生徒の参加機会確保（地域クラブ活動等の参加促進等）
②大会等への引率や運営に係る体制整備（教師以外の関係者の参画促進等）
③生徒の安全確保（熱中症対策等）
④大会等の在り方の見直し（多様なニーズを踏まえた大会等の開催等）
(８)関連制度
従事を希望する教師等の兼職兼業の円滑化（中学校教師だけでなく小学校教師（体育専科等）や高校・特別支援学校の教師等を含む）、教師の人事・採用での部活動指導力の評価における留意、高校入試における取扱いなど
(９)認定スキーム
①国が示す認定要件等に基づき、市区町村等が認定を実施
②地域クラブ側からの申請を受け、市区町村等において審査の上、認定
認定後も、市区町村等が適切に指導助言等を実施
※国が示す認定要件に沿って、市区町村等が自ら運営する地域クラブ活動については、認定したものとみなす
※認定の有効期間は、最長３年間の範囲内で、地域の実情に応じて市区町村等において設定
(10)認定要件
①活動の目的・理念
・学校部活動が担ってきた教育的意義の継承・発展、生徒の豊かで幅広い活動機会の保障（選抜等を行わず、参加を希望する生徒を幅広く受け入れることを含む）
②活動時間・休養日
　・平日は１日２時間程度以内、休日は１日３時間程度以内
・週２日以上の休養日を設定（休日のみ活動する場合は、原則、土日どちらかを休養日に設定）
③参加費等
　・活動の維持・運営に必要な範囲で可能な限り低廉な参加費等を設定（国が示す目安を踏まえる）
④指導体制
　・暴力・暴言・ハラスメント・いじめ等の不適切行為の防止徹底（日本版DBSの活用を含む）
・市区町村等が定める研修を受講し、登録された指導者等による指導（※）
（※）「認定地域クラブ活動指導者」登録制度を構築（研修メニュー例、登録要件・手続等、不適切行為への対応等について規定）
⑤安全確保
・生徒の健康状態や気温等を考慮した適切な活動、施設・設備等の点検、緊急時の連絡体制整備
・怪我等を補償する保険及び個人賠償責任保険への加入（参加者及び指導者等）
⑥運営体制
　・関係法令の遵守、規約等の作成・公表、公正かつ適切な会計処理、営利を主目的とせずに運営
⑦学校等との連携
　・活動方針やスケジュール、生徒の活動状況等に関する情報共有

４　北海道の取組
北海道部活動の地域展開に関する推進計画の概要(抜粋) 
はじめに
・急激な少子化により、中学生世代の人口が更に減少し、部活動の運営がますます困難
・国の方針や市町村の状況を踏まえ、現行の推進計画を名称変更の上、改定
・道内の全ての市町村が地域展開に取り組んでいくことができるよう、本計画を推進
第１章　道内の現状及び成果と課題
１　現状
　・部活動は、教育的意義がある一方、中学生世代の人口が更に減少し、維持は一層困難
・教員の働き方改革や専門性の観点からも、生徒のニーズに応じた活動の保障が困難
第２章　計画の改定について
・部活動をより広く地域に開き、地域全体で支えることにより、新たな価値を創出し、より豊かで幅広い活動に転換していくという考え方をより的確に
・原則、計画期間内（R8～R13年度）に休日の全ての部活動において地域展開
・現時点で休日の地域展開等が進んでいない場合は、前期３年間（ R8～R10 年度）の間に着手
・令和8年度から令和10年度までの前期3年間及び令和11年度から令和13年度までの後期3年間の計6年間
第３章　道教委の取組
１　地域クラブ活動を担う運営団体等の体制整備等
　・本道の特性を踏まえ、地域の実情に応じた提案や助言を行い、積極的に伴走支援
　２　指導者等の質の保障・量の確保
　・研修等による指導の質の保障
・サポーターバンクの一層の充実や教職員の兼職兼業の適切な実施
・本道の特性を踏まえ、ＩＣＴの効果的活用を促進
３　活動場所の確保
・学校施設の優先活用が極めて重要
　・多様な活動の広がりに対応するため、施設の利活用を促進
４　大会等の運営の在り方
・主催者に対し、地域クラブの参加や大会等の在り方の見直しについて要請
５　生徒・保護者等の関係者の理解促進
・部活動改革の理念等を丁寧に周知し、地域や社会全体の機運を醸成
６　生徒の安全確保のための体制整備
・事故やいじめの防止等を徹底し、生徒が安全・安心に活動できる環境を構築
・事故等が発生した場合の責任の所在の明確化
７　市町村の規模や進度を踏まえた取組の推進
・小規模な市町村では指導人材や財源の確保が特に深刻な課題であり、一方、都市部の地域等では、部活動改革の必要性等の認識が低く、地域展開が進んでいない場合もあり
・規模に応じた各地域の実情や地域展開の進度を把握の上、必要な支援を実施
第４章　市町村の取組
１　地域クラブ活動を担う運営団体等の体制整備等
・関係団体等と適切に役割分担し、運営団体等の構築が重要
・今後は、協議会等を形骸化せず、実質的な協議を行う場として運営するとともに、ロードマップを作成し、地域との合意形成を図った上での取組が重要
・運営団体等は、地域全体で生徒の望ましい成長を保障していくため、学校との連携が重要
２　指導者等の質の保障・量の確保
・地域の多様な人材の発掘、活用が重要であり、専門的な人材だけでなく、サポート人材を募集し、地域全体での活動の支援が重要
・教職員を活用する場合は、兼職兼業が強制にならないよう適切な実施が必要
・地理的要因や指導者不足といった地域事情への対応として、ＩＣＴの効果的活用が有効
３　活動場所の確保
・学校施設の優先活用が極めて重要、効率的な管理運営が大切
４　活動場所への移動手段の確保
・複数の地域が一体となって実施する場合等には、生徒の移動手段の確保が必要
[bookmark: _GoBack]・多くの生徒が集まりやすい活動場所の確保と一体的に検討が必要
５　大会等の運営の在り方
・主催者に対し、地域クラブの参加や大会等の在り方の見直しについて要請が重要
６　生徒・保護者等の関係者の理解促進
・部活動を取り巻く現状・課題等について理解を得ることが重要
・地域クラブ活動の実施状況等のきめ細かな情報提供が重要
７　生徒の安全確保のための体制整備
・事故やいじめの防止等を徹底し、生徒が安全・安心に活動できる環境を構築
・事故等が発生した場合の責任の所在の明確化が重要
８　障がいのある生徒の活動機会の確保
・障がいのある生徒が安心して活動に参加できる安全で多様な活動の展開が大切
９　費用負担の軽減
・受益者負担と公的負担のバランスなど費用負担の在り方を検討するとともに、新たな財源の確保等が重要
・国の水準に基づき、経済的に困窮する世帯への支援措置の検討が必要
[bookmark: _Toc191932499]５　基本方針
（１）地域も含めたみんなで知恵を出し合い、子供たちのスポーツ・文化芸術活動の充実を図る。
（２）学校部活動の教育的意義や役割を保持する。
（３）指導者の確保を含む運営体制の充実と持続可能な運営を図る。
６　更別村が目指す部活動改革
（１）学校と地域が協力する新しい仕組み作りを目指します。
　　長期的には、生徒の放課後活動を学校主体の教育活動から、学校も含めた地域主体の活動として運営していきます。これにより、学校の負担を軽減するとともに、地域社会に根差した継続的な仕組みを構築します。生徒は地域の一員として主体的に活動する機会を得ることで、自立性や社会性をさらに伸ばすことが期待されます。
　　 また、種目の垣根を越えた多種多様な体験(Let's try)を実施します。
（２）地域のスポーツ・文化団体と連携し持続可能で最適な活動を目指します。
地域のスポーツ団体や文化団体と連携し、専門的な指導や新たな交流の場を整備します。これにより、生徒は学校に捉われないコミュニティの一員として活動に参加する事により、地域の活力向上にも寄与します。また、指導者や施設の共有を通じて、学校と地域が連携して持続可能な活動基盤を築きます。
（３）近隣町村での総合的な地域クラブを目指します。
　　 少子化により更別村だけでは団体競技への参加や多様化したニーズに対応できないため中札内村などの南十勝町村との連携を図り、子供たちのやる気を引き出す地域クラブを構築します。これにより、子供たちの選択肢を広げ意欲向上をはかりコミュニケーション能力を伸ばします。
７　推進するための課題と取組
[bookmark: _Toc191932500]
(１)　地域クラブの適切な運営の促進 5

部活動の地域の受け皿として以下の基準が満たされ適正な運営がなされるものに対して現状の部活動と同様に施設の使用や遠征時の移動などの支援を行います。
①生徒や保護者が安心して地域クラブ活動に参加できるようにするために、生徒の健康と学校生活とのバランスに配慮
②運営体制、活動方針、活動費などに関する情報開示
③学校との密接な連携関係の構築
④事故が発生した場合の対応方針の共有 
[bookmark: _Toc191932501](２)　指導者の確保
地域における持続可能な活動環境整備のために、サポーター（部活動指導員・外部指導者・見守り等のお手伝い）を広く募集し、指導を希望する教職員の兼職兼業も含め、子供たちの育成をはかります。
①指導者報酬の適正化
指導者に対する報酬については、業務内容や指導時間、指導者の専門性に応じた適正な額を設定することで、指導者の安定的な確保に努めます。
②指導時間帯の調整と多様な勤務形態の確保
指導者の活動時間については、現在の部活動と同様の時間帯で指導可能な人材を確保する上で、地域住民の理解を深めてもらうよう努めます。
③地元企業や公共団体との連携強化
地元企業や公共団体に対して、指導者として活動できるよう呼びかけます。
④部活動指導員・外部指導者の配置
部活動の主体を学校から地域へ円滑に展開するために、必要に応じて部活動指導員や外部指導者を配置します。
⑤地域の多様な人材の発掘と育成
スポーツ少年団や体育協会・文化協会と協力し、地域内の競技経験者や有資格者を掘り起こすとともに、指導者の育成を行います。
⑥指導者への研修制度の導入
競技指導だけでなく、生徒指導やいじめ防止に関する知識を深めるため、指導者を対象とした研修機会を設けます。これにより、生徒との関わり方や指導力の向上を図り、安全で健全な活動環境をつくります。
⑦資格取得への支援
指導者の専門性を向上させるため、必要な資格取得に対する支援を行います。例えば、資格取得費用の補助や講習会の案内、受講機会の提供などを行い、指導者を支援します。
[bookmark: _Toc191932502](３)　生徒の参加手段5

部活動改革に伴い、地域内外での活動を支える移動手段を確保していきます。
①部活終了後の自宅までおよび大会参加のためのスクールバスについては、現状を継続していきます。
②部活動の地域展開における更別村外への移動手段については、子供たちのニーズや保護者の負担を軽減させるために、近隣町村と協力し確保を目指します。
[bookmark: _Toc191932503](４)　費用負担の軽減
地域クラブ活動が持続可能なものとし、すべての生徒が参加できる環境を整えるため、以下の取り組みを進めます。
①運営費用の負担軽減策
地域クラブ活動の運営費として、指導者の報酬、保険料、会場使用料、運営団体の事務費用などが想定されますが、これらが保護者の経済的負担となり、生徒の参加を妨げることがないよう、以下の対応を行います。
・施設使用料の免除
  公共施設の使用料については、引き続き免除します。
・学校備品の活用
  必要に応じて、学校の設備や用具・楽器などの備品を地域クラブ活動で利用できるようにします。
・指導者報酬の助成
地域クラブ活動運営費の大きな比重を占める指導者報酬についての財政支援を検討し、保護者の負担の軽減化を図ります。
②経済的支援策の導入
経済的に困窮する家庭の生徒が安心して参加できるように地域クラブ活動の参加費用に対する支援制度を整備します。
③既存の支援制度の継続と拡充
地域クラブ活動の実施とともに、現在の部活動への支援については、改革後も継続します。
[bookmark: _Toc191932504](５)　大会・コンクールへの参加要件の周知
部活動改革に伴い、中体連などの競技団体では参加規約を緩和する取り組みを進めております。今後の変更にも対応できるよう適切な情報提供を行い、地域クラブ等へ登録手続きの周知を行います。
[bookmark: _Toc191932505](６)　活動場所の確保
地域クラブ等の活動場所として、村内のスポーツ施設・文化施設や社会教育施設、小中学校の施設を活用します。地域クラブ等がこれらの施設を円滑かつ持続的に利用できるよう、以下の取り組みを進めます。
①施設利用の調整の構築
各施設が子どもたちの活動を優先的に行えるよう、施設利用の調整する仕組みを構築します。
②学校施設利用の方法と条件の整備
地域クラブ等が学校施設を使用する際の方法や条件について、学校体育施設使用の規定を整備します。
[bookmark: _Toc191932506](７)　部活動の位置付けについての理解の促進
部活動は、教育課程外の活動であり、その設置・運営は学校の判断により行われるもので、必ずしも教員が担う必要のない業務です。しかしながら、一部では「部活動は必ず学校において設置・運営されるべきもの」「必ず教員が指導しなければならないもの」といった認識が強く、十分な理解が浸透しているとはいえません。
このため、以下の取り組みを通じて、部活動の設置・運営が学校の義務ではないことや、学校で部活動を実施する場合でも教員以外の指導者の活用が可能であることを周知し、部活動改革の考え方について地域・保護者の理解を促進してまいります。
①地域・保護者へのアナウンス
②部活動担当者との情報共有
③部活動ごとの保護者説明会
④広報さらべつや村ホームページの活用
⑤少年団との実態交流
(８)　部活動改革の推進業務
　更別村の部活動改革は、更別村部活動改革推進委員会で協議され、部活動推進員が事務局を担当します。
[bookmark: _Toc191932507][bookmark: _Toc191932509]
８　最後に
部活動改革は、教員の働き方改革に端を発し、「部活動地域移行」という名で始まりました。しかし、これは教員だけの問題ではなく、子供たちのために活動の多様性を担い、少子化対策へと大きく舵を切りました。教員のみに頼らない体制作りが大切だという意見が多く出され、「部活動改革」へと進化してきています。全国各地でこの動きが進んでいますが、地域の特性に応じて対応策は様々です。
子供たちが元気になることこそ地域の活性化につながります。皆さんの知恵と行動力を集結し「更別スタイル」を作り上げていきましょう。


